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平成 19 年 1 月 26 日 

各      位 

                        

会 社 名 株式会社サイバードホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役 小村 富士夫 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４８２３） 

問 い 合 わ せ 先 執行役員 財務本部長  高田 知孝 

電 話 番 号 0 3－ 5 7 8 5－ 6 1 1 0  

 

孫会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 

 

当社は、平成19年1月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社サイバードが

保有するアクシスソフト株式会社の全株式の譲渡につき、下記のとおり決議いたしましたので、お知

らせいたします。 

記 

 

１．異動の理由 

当社の子会社である株式会社サイバードは、主にウエブ向けシステム開発に強みを持つアクシス

ソフト株式会社（以下「同社」）を平成17年3月に連結子会社化し、モバイル分野における技術開発

リソースを確保してまいりました。一方、当該技術力は、現状において既に当社グループ内に蓄積

されていること、また今後のグループ戦略上の効率的な経営資源の配分を勘案した結果、この度、

同社の全株式を日商エレクトロニクス株式会社（東証第1部:9865）及びベンチャーキャピタル事業

者であるアントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投資事業有限責任組合に譲渡すること

を決定したものであります。 

 

２．異動する子会社の概要 

(１) 商 号  アクシスソフト株式会社 

(２) 代 表 者  代表取締役社長 永井 一美 

(３) 本 店 所 在 地  東京都豊島区東池袋3-23-5 ダヴィンチ東池袋ビル 

(４) 設 立 年 月 日 昭和62年11月6日 

(５) 事 業 内 容 データベース及びWebに関する製品開発／受託開発、基幹業務向けブラウザ

ー「Biz/Browser」「Biz/Designer」をベースとした業務システム構築 

(６) 事業年度の末日  3月31日 

(７) 従 業 員 数 74名 

(８) 主 な 事 業 所  本店所在地に同じ 

(９) 資 本 金 の 額 6億3,940万円 
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(10) 発行済株式総数 4,028株  

(11) 大株主構成及び所有割合 株式会社サイバード  40.8% （株式異動前） 

※支配力基準適用による連結子会社 

(12) 最近事業年度における業績の動向 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 株式の譲渡先 

（１） 商 号       日商エレクトロニクス株式会社 

代 表 者 辻 孝夫 

本 店 所 在 地 東京都中央区築地7-3-1 

主な事業内容 情報通信関連設備をはじめとする国内外の最先端技術商品の販売ならびにそ

のシステム構築から運用、アフターサポートまでの一貫したソリューションの提供

及び関連するサービス（受託・賃貸・保守等）の提供 

当社との資本関係、人的関係、取引関係等の概要 

資 本 関 係 該当事項ありません 

人 的 関 係 該当事項ありません 

取 引 関 係  該当事項ありません 

  

（２） 商 号       アントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投資事業有限責任組合 

代 表 者 無限責任組合員アントレピア株式会社 代表取締役 瓦谷 晋一 

本 店 所 在 地 東京都千代田区永田町 2-10-2  

主な事業内容 投資事業 

当社との資本関係、人的関係、取引関係等の概要 

資 本 関 係 該当事項ありません 

人 的 関 係 該当事項ありません 

取 引 関 係  該当事項ありません 

 

 

 

 平成18年3月期 通期 平成17年3月期 通期 

売 上 高 1,693百万円 1,302百万円 

売 上 総 利 益 379百万円 403百万円 

営 業 利 益 45百万円 △99百万円 

経 常 利 益 △53百万円 △105百万円 

当 期 利 益 △155百万円 △306百万円 

総 資 産 1,110百万円 1,337百万円 

純 資 産 392百万円 547百万円 

資 本 金 の 額 639百万円 639百万円 

1株 当 た り 配 当 金 ― ― 
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４．譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

        

（１）譲渡前の所有株式数 1,644株 （所有割合 40.8％） （議決権の数 1,644個） 

（２）譲渡株式数   

日商エレクトロニクス株式会社 1,346株 （譲渡価格 201百万円） （議決権の数 1,346個） 

アントレピア第3号ベンチャーキャピタル

ファンド投資事業有限責任組合 
298株 （譲渡価格  44百万円） （議決権の数  298個） 

（３）譲渡後の所有株式数 - 株 （所有割合  - ％） （議決権の数   - 個） 

 

５．日 程 

平成19年1月26日 取締役会決議 

平成19年1月26日 株式譲渡契約締結 

平成19年1月31日(予定) 株式譲渡 

   

なお、アントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投資事業有限責任組合への株式譲渡に

関しましては、平成19年1月31日開催予定のアントレピア第3号ベンチャーキャピタルファンド投

資事業有限責任組合 無限責任組合員アントレピア株式会社における投資委員会での最終決定を

停止条件といたします。 

 

６．当期業績に与える影響 

 同社株式の譲渡に伴い、当第４四半期の当社連結業績において 1 億円程度の売却益計上を見込む

一方、同四半期においては、同社を連結の範囲に含めない方針としております。しかしながら、平

成 19 年 3 月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であり、また、他の要素も勘案する必要がある

ことから、本件による同予想の修正はいたしません。 

  なお、本件に伴い、同社は当社連結グループにおける特定子会社に該当しないこととなります。 

        

以   上 


